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仙台市営交通 100 周年記念誌制作業務委託に係る仕様書 

 

１．業務の名称及び業務概要 

（１）業務名 

仙台市営交通 100 周年記念誌制作業務委託 

（２）業務目的 

仙台市営交通が 100 周年を迎えるにあたり、お客様に感謝を伝えるとともに、市営交通への理解と

愛着をさらに深めていただくことを目的として、仙台市交通局が保有・管理する歴史的な資料等を掲載

するなどにより、市電創業から今日までの市営交通のあゆみを記録した記念誌を制作する。 

（３）業務内容 

記念誌の企画・制作・編集・印刷製本・納品を行う。なお、原則として、制作にあたって必要となる

参考文献や資料（記録誌、画像資料など）は、発注者が受注者に貸与するが、受注者が所有するもの等

を使用することも可能とする。 

（４）基本構成等 

  ・構成については下記を基本とし、業務目的に相応する構成とすること。 

① 市長挨拶 

挨拶原稿は発注者が提供する。 

② 本編 

100 年のあゆみをいくつかの項立てでまとめること。その際、市電、市バス、地下鉄南北線、

東西線について、それぞれの変遷に焦点を当てた項を設けること。 

③ 資料編 

発注者が提供する資料に基づき、沿革、自動車運送事業概要、高速鉄道事業概要、運輸成績推

移等を掲載すること。 

  ・全体として、画像、図、表などを多く用い、視覚的に分かりやすい紙面構成とすること。 

・頁数は 130 頁程度とし、フルカラーで制作すること。 

（５）納品物 

  ・記念誌 500 部 

  ・記念誌の PDF データ DVD-R 等により 5部 

 ※PDF については記念誌全頁分、および項立てにより分割したデータを納品すること。また、フォ

ントの埋め込みを行うこと。 

※受注者が作成したグラフや図等については、そのデータを納品すること。 

※画像に加工・補正等を行った場合は、その加工・補正後の画像データを納品すること。 

※画像やグラフ、表などを納品する際のデータ形式は「.png」または「.jpg」を原則とし、その他

の形式による場合は発注者と協議して決定すること。 

 

２．契約について 

（１）委託期間 

契約締結日から令和８年３月 31 日までとする。 

（２）委託料の支払い 

   発注者は、成果物の納品後に検査を実施し、合格後に委託料を支払うものとする。 
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３．業務遂行上の留意点 

（１）届出及び報告 

受注者は、下記の事由が発生した場合には、速やかに発注者に届出又は報告を行い、発注者の指示に

従うこと。 

  ・業務履行体制の変更を行う場合 

  ・業務履行に際して事故が発生した場合 

 ・発注者から届出又は報告を求められた場合 

（２）注意義務 

  受注者は、本業務遂行上、第三者へ損害を及ぼす恐れがある場合には、受注者の責任において損害の

発生を防止するとともに、実際に損害を与えた場合には、受注者の責任及び負担において賠償するこ

と。 

 

４．著作権に関する事項 

（１）受注者及び発注者以外が著作権を有する写真・イラスト・地図等を使用する場合は、予め著作権

を有する者へ使用の確認及び加工の可否等について書面で確認を行うこととし、その費用は全て委

託料の中で賄うこと。 

（２）本業務により制作された全ての成果物に係る著作権法第 21 条から第 28条までに定める権利は、

成果物の引き渡し時に受注者から仙台市交通局に移譲するものとし、その対価は契約金額に含まれ

るものとする。 

（３）受注者は、成果物について、発注者及び発注者が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使し

ないことを予め承諾する。 

（４）著作権や著作者人格権に関して係争等が発生した場合は、受注者の費用により受注者が対応する

こと。 

 

５．その他 

（１）契約書及び本仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合については、発注者と受注者は協

議してこれを定める。 


